
ふりがな

年 齢

Ｅメール

③インターネット（サイト名： ）
④商工会議所・商工会の紹介
⑤他機関の紹介（機関名： ）
⑥知人の紹介 ⑦その他（ ）

個人情報の利用目的について いなべ市商工会が、本申込にてご提供いただいた個人情報を利用する目的(以下、利用目的といいます)は次のとおりです。
・創業支援事業に関する事務手続き及び創業支援事業運営とし、それ以外の目的で利用する場合は事前にお知らせし、同意を得た上で利用いたします。 (いなべ市商工会29.10)
個人情報の取り扱いについて ご提供いただいた個人情報は、当会個人情報方針に基づき、適切に取り扱います。

個別相談会(12/19・21) 希望する 希望しない 今はわからない

連 絡 事 項

創 業 時 期 年 月 ・ 未 定

当塾に期待すること

当塾をどこでお知りに
なりましたか？

①チラシ（取得場所： ）②ポスター(掲示場所： )

住 所 〒 －

Ｔ Ｅ Ｌ
（自宅） （ ）

Ｆ Ａ Ｘ （ ）
（携帯） （ ）

ＦＡＸ：０５９４－７２－２３５５
いなべ市商工会 ＭＡＩＬ：mitsukaru@mie-shokokai.or.jp

第３期いなべ創業塾 本講座
対象者： 創業に興味のある方

創業準備中の方
創業して間もない方

受 講 申 込 書

性 別 男 ・ 女
氏 名

歳

いなべ創業塾 主なカリキュラム 全６回 9:30～16:30 ※一部変更する場合があります

6回目
12/16
(土)

13：30～15：30 ビジネスプラン発表 ■プレゼンテーション

当講座は特定創業支援事業です。当講座を受講し、証明書を得て条件を満たした方は、以下の支援制度の対象となります。
①株式会社設立時の登録免許税の減税･･･資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に減免となります。
②創業関連保証の特例について･･･無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠が1000万円から1500万円に拡充し、事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能となります。
注）本講座はいなべ市認定の特定創業支援事業のため、①に関しては他の市町村で創業する場合は減免を受けることができません。また、支援制度の条件等、詳細については事前にお問い合わせください。

10：00～12：30
ビジネスプラン作成
ワークショップ-3

■ビジネスプランのブラッシュアップ

13：30～14：30 プレゼンテーションの
基礎

■自分のビジネスプランを魅力的に伝えるプレゼンテー
ション手法■論理的な話し方・伝え方

14：30～16：00
創業者支援事例 ■いなべ市内の創業者への支援事例

公的支援制度の活用 ■小規模企業共済、創業補助金、
資金計画のポイント ■必要資金とその調達方法

14：30～16：00
ビジネスプラン作成
ワークショップ-2

■リスク分析と回避策の検討

5回目
12/9
(土)

10：00～10：30 創業者支援事例 ■いなべ市内の創業者への支援事例

10：30～12：30 創業時のIT活用
■HP、SNS、クラウドを活用する
■IT活用とコミュニケーション力

4回目
12/2
(土)

10：00～11：00 創業の手続き-1 ■創業時に必要な手続き
(確定申告へ向けた届出、帳簿の付け方)

11：00～12：30
ビジネスプラン作成
ワークショップ-1

■ビジネスプランの作成方法

13：30～14：30 創業の手続き-2 ■創業時に必要な手続き(社会保険・雇用管理)

日程 開催時間 テーマ 内 容

3回目
11/25
(土)

10：00～12：30 営業・販売戦略
■営業計画・販売計画の作り方
■販路開拓・顧客へのアプローチの方法

13：30～16：00
いなべ創業塾修了生
による創業体験談

■創業体験談
■体験談からのグループワーク

2回目
11/1�
(土)

10：00～12：30
創業の

ビジネスモデル
■ビジネスモデルの作り方
■ビジネスアイデアの棚卸し

13：30～16：00
マーケティングの

基礎知識

■マーケティングの基礎理論
■既存の類似事業や競合他社の分析
■自分の商品、サービスの強み・弱み

13：30～14：30 ビジネスプランの
作成準備

■ビジネスプランの出し方、見つけ方
■ビジネスプランの作成に向けての準備

14：30～15：30 創業のビジョン-2 ■自らが実現したい創業のイメージ
■自分の強み・弱みを知る(自己分析)

日程 開催時間 テーマ 内 容

1回目
11/11
(土)

10：30～11：30

創業のビジョン-1
■いなべ市の地域資源と支援制度

11：30～12：30 ■いなべ市商工会の創業支援制度


